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東
京
電
力
は
本
年
九
月
十
二
日
か
ら
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
被
害
者

約
六
万
世
帯
に
対
し
、
個
人
向
け
の
本
賠
償
の
受
付
を
始
め
た
。
し
か
し
、
賠
償
金

の
請
求
書
類
は
Ａ
４
サ 
イ
ズ
で
六
十
ペ
ー
ジ
、
請
求
案
内
書
は
百
五
十
六
ペ
ー
ジ
、

そ
の
他
を
含
め
十
種
類
も
の
書
類
を
作
成
す
る
請
求
手
続
き
に
対
し
、
書
類
を
受
け

取
っ
た
被
災
者
か
ら
は
、
手
続
き
が
煩
雑
で 

分
か
り
に
く
い
、
不
親
切
な
ど
の
不

満
の
声
が
あ
が
っ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
九
月
二
十
一
日
か
ら
は
、
法
人
及
び
個
人
の
事
業
損
害
に
係
る
賠
償
手
続

き
も
開
始
さ
れ
た
が
、
同
様
に
分
か
り
に
く
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
賠
償

額
の
算
定
の
仕
方
が
あ
ま
り
に
も
東
京
電
力
に
よ
る
一
方
的
な
も
の
と
の
不
満
の

声
が
あ
が
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、
井
戸
川
双
葉
町
長
は
、
東
京
電
力
が
福
島
県
内
で
行

っ
て
い
る
説
明
会
に
つ
い
て
、
「
対
応
が
不
親
切
」
と
し
て
中
断
を
要
求
し
た
。 

 

一
方
、
平
野
東
日
本
大
震
災
復
興
対
策
担
当
大
臣
は
、
「
で
き
る
だ
け
改
善
す
る

の
も
国
の
責
務
だ
」
と
述
べ
た
と
の
報
道
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
東
京

電
力
に
よ
る
心
な
い
原
子
力
発
電
所
事
故
賠
償
請
求
手
続
き
に
対
し
、
多
く
の
国
民

は
、
政
府
の
指
導
性
を
含
め
疑
問
を
抱
い
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

 

一 

枝
野
経
済
産
業
大
臣
が
、
本
件
に
関
し
、
「
分
厚
い
書
類
で
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買

っ
て
い
る
。
あ
然
と
し
て
い
る
の
で
厳
し
く
指
導
し
た
い
」
と
発
言
し
た
と
の
報
道

が
あ
る
が
、
そ
も
そ 

も
、
こ
れ
ら
の
「
分
厚
い
書
類
」
の
作
成
に
関
し
、
事
前
に

経
済
産
業
省
に
は
何
の
相
談
も
な
か
っ
た
の
か
、
事
実
関
係
如
何
。
こ
の
よ
う
な
発

言
に
は
、
混
乱
を
極
め
る
原
子
力
発
電
所
事 

故
を
当
初
か
ら
担
当
し
、
現
在
で
は

東
京
電
力
を
指
導
す
べ
き
大
臣
で
あ
る
と
い
う
当
事
者
と
し
て
の
責
任
と
反
省
が

全
く
感
じ
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
そ
の
発
言
に
国
民
は
「
あ
然
」
と
し
て 

い
る
が
、

こ
の
よ
う
な
心
な
い
対
応
を
と
る
東
京
電
力
に
対
す
る
政
府
の
指
導
に
つ
い
て
野

田
政
権
と
し
て
ど
の
よ
う
な
反
省
を
し
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

質 

問 

                  

一
、
二
及
び
三
の
２
に
つ
い
て 

 

東
京
電
力
株
式
会
社
（
以
下
「
東
京
電
力
」
と
い
う
。
）
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
及
び

福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
の
事
故
（
以
下
「
原
子
力
事
故
」
と
い
う
。
）
に
係
る
東
京
電
力
に 

よ
る
賠
償
の
手
続
（
以
下
「
賠
償
手
続
」
と
い
う
。
）
に
係
る
請
求
書
類
や
案
内
書
等
（
以
下

「
請
求
関
係
書
類
」
と
い
う
。
）
の
分
量
及
び
御
指
摘
の
合
意
書
の
「
な
お
、
上
記
金
額
の
受 

領
以
降
は
、
上
記
算
定
明
細
書
記
載
の
各
金
額
及
び
本
合
意
書
記
載
の
各
金
額
に
つ
い
て
、

一
切
の
異
議
・
追
加
の
請
求
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
の
記
載
等
に
関
し
て

は
、 

経
済
産
業
省
か
ら
東
京
電
力
に
対
し
、
請
求
者
に
送
付
す
る
請
求
関
係
書
類
を
原
子
力

事
故
の
被
害
者
（
以
下
単
に
「
被
害
者
」
と
い
う
。
）
に
発
送
す
る
前
に
送
付
す
る
よ
う
要
請

し
て
い 

た
と
こ
ろ
、
請
求
関
係
書
類
が
同
省
に
届
い
た
の
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
十
二
日

の
発
送
日
当
日
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
賠
償
手
続
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
に
対
す
る
配
慮
が
足
り
な
い
と
の
指
摘
を
踏
ま 

政 

府 

回 
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二 

請
求
案
内
書
百
四
十
七
ペ
ー
ジ
掲
載
の
合
意
書
に
あ
る
「
な
お
、
上
記
金
額
の

受
領
以
降
は
、
上
記
算
定
明
細
書
記
載
の
各
金
額
及
び
本
合
意
書
記
載
の
各
金
額
に

つ
い
て
、
一
切
の
異 

議
・
追
加
の
請
求
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

い
う
表
現
は
、
事
前
に
東
京
電
力
か
ら
政
府
に
相
談
が
あ
っ
た
の
か
。
相
談
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
政
府
側
の
誰
が
こ
の
よ
う
な 

表
現
で
良
い
と
し
た
の
か
、
そ
の
職

名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
今
後
、
政
府
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
表
現
に
改

訂
す
る
よ
う
指
導
す
る
の
か
。
既
に
手
続
き
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を 

踏
ま
え
、
そ

の
表
現
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

三 

九
月
二
十
二
日
の
公
明
党
・
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
災
害
対
策
本

部
の
会
合
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
改
善
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項

に
つ
い
て
、
野
田
政
権
と
し
て
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ

れ
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

１ 

東
京
電
力
に
よ
る
説
明
会
や
問
い
合
わ
せ
窓
口
で
は
、
被
災
者
は
も
は
や
不
信

を
募
ら
せ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
政
府
自
ら
が
、
行
政
書
士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
税

理
士
、
司
法
書
士
な
ど
の
専
門
家
を
活
用
し
て
、
被
災
者
に
寄
り
添
う
形
で
の
賠
償

請
求
サ
ポ
ー
ト
体
制
を
早
急
に
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。 

２ 

三
か
月
ご
と
の
請
求
・
支
払
い
で
は
、
毎
月
の
生
活
に
支
障
を
き
た
す
。
毎
月

の
請
求
・
支
払
い
あ
る
い
は
前
払
い
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

 

３ 

観
光
業
の
風
評
被
害
に
つ
い
て
は
、
六
か
月
後
の
時
点
で
そ
の
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
が
原
子
力
発
電
所
事
故
以
外
の
要
因
に
よ
る
減
収
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
に
多

く
の
事
業
者
が
困
惑
し 

て
い
る
。
そ
の
数
値
の
根
拠
に
つ
き
、
出
典
、
定
義
、
原

デ
ー
タ
及
び
そ
れ
ら
に
よ
る
計
算
式
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
三
か
月
後
に

は
当
該
推
定
値
に
対
す
る
実
績
値
が
明
ら
か
に 

な
る
こ
と
に
鑑
み
、
三
か
月
後
に

お
い
て
原
子
力
発
電
所
以
外
の
要
因
が
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
と
の
実
績
値

が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
差
分
に
つ
い
て
各
事
業
者
に
追
加
賠
償
を 

行
う
こ

と
を
政
府
と
し
て
東
京
電
力
に
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

質 

問 

 

え
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
に
対
し
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
を
要
請

し
、
東 

京
電
力
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
請
求
書
類
の
記
載
に
係
る
負
担
の
軽
減

に
資
す
る
手
引
書
の
作
成
、
賠
償
手
続
に
関
す
る
相
談
窓
口
の
充
実
、
被
害
者
宅
等
へ
の

訪
問
に
よ
る
請
求 

書
類
の
記
載
の
お
手
伝
い
、
先
に
述
べ
た
合
意
書
の
記
載
の
削
除
等
の

改
善
策
を
講
じ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
産
業
省
に
お
い
て
、
東
京
電
力

に
対
し
、
資
金
繰
り
に
窮
し 

て
い
る
等
の
被
害
者
に
対
す
る
概
算
額
の
支
払
を
含
め
、
賠

償
金
の
支
払
の
弾
力
的
な
運
用
を
図
る
よ
う
要
請
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
賠
償

手
続
に
係
る
被
害
者
の
負
担
の
軽
減
に 

努
め
て
ま
い
り
た
い
。 

 

      

三
の
１
に
つ
い
て 

 

賠
償
手
続
の
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
原
子
力
事
故
に
よ
る
損
害
の
賠
償
に
つ
い

て
責
任
を
負
っ
て
い
る
東
京
電
力
に
お
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
も
の
と
考
え

て
い
る
。 

政
府
と
し
て
も
東
京
電
力
の
取
組
に
つ
い
て
注
視
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
損

害
賠
償
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
を
通
じ
た
、
専
門
家
も
活
用
し
た
相
談
業

務
の
体
制
を
可
及 

的
速
や
か
に
整
備
し
て
ま
い
り
た
い
。 

  

三
の
３
及
び
４
に
つ
い
て 

 

原
子
力
事
故
に
よ
る
損
害
の
賠
償
は
、
原
子
力
事
故
と
相
当
因
果
関
係
の
あ
る
原
子
力

損
害
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
観
光
業
に
お
け
る
原

子
力
事
故 

以
外
の
原
因
に
よ
る
売
上
高
の
減
尐
率
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
事
故
の
影
響
が

大
き
い
と
さ
れ
て
い
る
福
島
県
、
茨
城
県
、
栃
木
県
及
び
群
馬
県
を
除
く
東
北
地
方
及
び

関
東
地
方
各
都
県
に 

お
け
る
旅
館
業
者
の
売
上
高
の
平
成
二
十
三
年
三
月
か
ら
同
年
五

月
ま
で
の
各
月
に
お
い
て
前
年
同
期
と
比
較
し
た
減
尐
率
（
以
下
「
東
日
本
大
震
災
後
の

他
都
県
の
売
上
高
減
尐
率
」
と
い 
う
。
）
の
平
均
が
三
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
、 

  

政 

府 

回 

答 
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４ 

サ
ー
ビ
ス
業
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
発
電
所
以
外
の
要
因
に
よ
る
減
収
が
三
パ

ー
セ
ン
ト
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
数
値
の
根
拠
に
つ
き
、
出
典
、
定
義
、
原
デ
ー
タ

及
び
そ
れ
ら
に
よ
る 

計
算
式
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
三
か
月
後
に
は
当

該
推
定
値
に
対
す
る
実
績
値
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
鑑
み
、
三
か
月
後
に
お
い
て

原
子
力
発
電
所
以
外
の
要
因
が
三
パ
ー
セ
ン 

ト
を
下
回
る
と
の
実
績
値
が
判
明
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
差
分
に
つ
い
て
各
事
業
者
に
追
加
賠
償
を
す
る
こ
と
を
政
府
と

し
て
東
京
電
力
を
指
導
す
べ
き
で
あ
る
。 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

姫
路
市
、
加
古
川
市
、
相
生
市
、
赤
穂
市
及
び
明
石
市
に
お
け
る
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
テ
ィ

ー
ビ
ー
、
株
式
会
社
日
本
旅
行
、
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
株
式
会
社
及
び
東
急
観
光
株
式

会
社
の
合 

計
の
取
扱
額
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
が
発
生
し
た
平
成
七
年
一
月
か
ら
同
年
六

月
ま
で
の
各
月
に
お
い
て
前
年
同
期
と
比
較
し
た
減
尐
率
（
以
下
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災

後
の
旅
行
業
者
の
取 

扱
額
減
尐
率
」
と
い
う
。
）
の
平
均
が
一
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ

る
こ
と
及
び
京
都
府
に
お
け
る
観
光
消
費
額
の
平
成
七
年
の
前
年
と
比
較
し
た
減
尐
率

（
以
下
「
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後 

の
観
光
消
費
額
減
尐
率
」
と
い
う
。
）
が
一
七
・
四
パ

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
等
を
参
考
に
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
設
定
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
東
日
本 

大
震
災
後
の
他
都
県
の
売
上
高
減
尐
率
に
つ
い

て
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
に
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
専
門

委
員
調
査
報
告
書
」
を
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の 

取
扱
額
減
尐
率
に
つ
い
て
は
、
平
成

十
年
一
月
に
社
団
法
人
日
本
旅
行
業
協
会
が
発
行
し
た
「
旅
行
業
か
ら
見
た
阪
神
大
震
災
」

を
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
観
光
消
費
額
減
尐
率
に
つ
い 

て
は
、
平
成
九
年
六
月
に
社

団
法
人
日
本
観
光
協
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
全
国
観
光
動
向
―
平
成
七
年
（
度
）
観
光
地

入
込
観
光
客
統
計
―
」
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
お
け
る
原
子
力
事
故
以
外
の
原
因
に
よ

る
売
上
高
の
減
尐
率
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
影
響
が
小
さ
い
と
考
え
ら
れ
る
西

日
本
に
お 

け
る
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
売
上
高
の
平
成
二
十
三
年
三
月
か
ら
同
年
六
月
ま
で

の
各
月
に
お
い
て
前
年
同
期
と
比
較
し
た
減
尐
率
（
以
下
「
東
日
本
大
震
災
後
の
サ
ー
ビ

ス
業
の
売
上
高
減
尐 

率
」
と
い
う
。
）
の
平
均
が
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
及
び

近
畿
地
方
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
業
に
係
る
消
費
額
の
平
成
七
年
の
前
年
と
比
較
し
た
減
尐

率
（
以
下
「
阪
神
・
淡
路
大
震 

災
後
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
額
減
尐
率
」
と
い
う
。
）
が
二
・

三
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
等
を
参
考
に
、
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
設
定
し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
。
東
京
電
力
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
、
東 

日
本
大
震
災
後
の
サ
ー
ビ
ス
業
の
売
上
高
減
尐

率
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
八
月
に
総
務
省
統
計
局
が
取
り
ま
と
め
た
「
サ
ー
ビ
ス

産
業
動
向
調
査 
東
日
本
大
震
災
が
サ
ー
ビ
ス
産
業 

に
与
え
た
影
響
―
東
日
本
・
西
日
本

別
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
月
間
売
上
高
―
」
を
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
後
の
サ
ー
ビ
ス
消
費
額

減
尐
率
に
つ
い
て
は
、
平
成
八
年
五
月
に
総
務
庁
統
計
局
が
発 

行
し
た
「
家
計
調
査
年
報 

平
成
七
年
」
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 

政 

府 

回 

答 
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四 

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
第
五
十
一
条
に
お
い
て
、「
機
構
は
原
子
力
事

業
者
に
対
す
る
資
金
援
助
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
原
子
力
損
害
を
受
け
た
者
か

ら
の
相
談
に
応
じ
、 

必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
機
構
は
、
当
該
業
務
を
第
三
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

あ
る
が
、
当
該
資
金
援
助
は
い
つ
行
わ
れ
る 
の
か
。
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構

が
東
京
電
力
に
資
金
援
助
を
行
う
の
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
当
該
資
金
援
助
決
定
の

前
に
、
相
談
・
情
報
提
供
・
助
言
体
制
を
立
ち
上
げ
る
べ
き
で
は
な 

い
か
、
野
田

政
権
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

 

五 

政
府
は
、
九
月
十
六
日
、
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊

急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
仮
払
法
」
と
い
う
。
）
施
行
令
を
公
布
し
た
。
当

該
施
行
令
公
布
の
前
に
実
施
し
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
と
し
て
何
件
の
意
見
提

出
が
あ
っ
た
か
。
主
な
意
見
と
政
府
の
対
応
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

ま
た
、
当
該
施
行
令
に
よ
れ
ば
観
光
業
の
風
評
被
害
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、

九
月
二
十
二
日
の
公
明
党
・
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
災
害
対
策
本
部
の

会
合
に
お
い
て
、
次 

の
と
お
り
改
善
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に

つ
い
て
、
野
田
政
権
と
し
て
い
つ
ま
で
に
ど
の
よ
う
に
改
善
す
る
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
、

具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

１ 

観
光
業
の
風
評
被
害
に
つ
い
て
は
、
六
か
月
後
の
時
点
で
そ
の
二
十
パ
ー
セ
ン

ト
が
原
子
力
発
電
所
以
外
の
要
因
に
よ
る
減
収
と
推
定
し
て
い
る
こ
と
に
多
く
の

事
業
者
が
困
惑
し
て
い
る
。
仮
払
比
率
二
分
の
一
を
乗
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
ニ

十
パ
ー
セ
ン
ト
の
減
額
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
と
、
本
議
員
立
法
の
発
議
者
の
一
人

と
し
て
強
く
申
し
入
れ
る
。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
実
績
値
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し

て
は
今
後
と
も
東
京
電
力
に
対
し
て
適
切
な
賠
償
金
の
支
払
を
促
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 

四
に
つ
い
て 

 

原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
基
づ
く
原
子

力
事
業
者
へ
の
資
金
援
助
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
子
力
事
業
者
か
ら
機
構
に
対
し
て
資
金

援
助
の
申 

込
み
が
な
さ
れ
た
場
合
、
必
要
に
応
じ
て
当
該
原
子
力
事
業
者
と
機
構
が
共
同

で
特
別
事
業
計
画
を
作
成
し
て
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
上
で
、
機
構
が
資
金
援
助
を

決
定
し
、
実
施
す
る 

も
の
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
東
京
電
力
か
ら
資
金
援
助
の
申
込
み
が

な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
資
金
援
助
の
実
施
時
期
は
未
定
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
相
談
・
情
報
提
供
・
助
言
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
も
機
構
を
通
じ

て
、
可
及
的
速
や
か
に
体
制
を
整
備
し
て
ま
い
り
た
い
。 

 

五
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
、「
平
成
二
十
三
年
原

子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
案
等
に
関
す
る
意
見
募

集
の
結
果
に
つ
い
て
」
と
し
て
公
表
し
て
い
る
。 

 

    

五
の
１
に
つ
い
て 

 

御
指
摘
の
「
観
光
業
の
風
評
被
害
」
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る

被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
に
よ
る
仮

払
金
の
額 

の
算
定
方
法
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
原
子
力
事
故
と
相

当
因
果
関
係
の
あ
る
原
子
力
損
害
の
額
の
算
定
に
お
い
て
、「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第

一
、
第
二
原
子
力 

発
電
所
事
故
に
よ
る
原
子
力
損
害
の
範
囲
の
判
定
等
に
関
す
る
中
間
指

針
」（
平
成
二
十
三
年
八
月
五
日
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
決
定
）
が
「
観
光
業
に
お

け
る
減
収
等
に
つ
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
影
響
の
蓋
然
性
も
相
当
程
度
認
め
ら 

政 

府 

回 
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２ 

今
般
の
心
な
い
東
京
電
力
の
賠
償
請
求
手
続
き
を
背
景
と
し
て
、
多
く
の
被
災

者
が
賠
償
額
を
含
め
本
賠
償
に
つ
い
て
「
合
意
」
を
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
も

想
定
さ
れ
、
そ
の
よ 

う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
政
府
に
よ
る
仮
払
い
の
対
象
を
早

急
に
広
げ
て
欲
し
い
と
の
声
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
声
を
踏
ま
え
、
政
府
と
し
て
は

東
京
電
力
に
よ
る
本
賠
償
の
進
捗
を
注
視 

し
、
仮
払
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
、
「
早
期
の
救
済
」
に
資
す
る
よ
う
、
追
加
の
政
令
の
制
定
を
逐
次

行
う
べ
き
で
あ
る
。 

３ 

当
該
施
行
令
の
対
象
事
業
と
し
て
、
当
該
施
行
令
第
一
条
第
六
号
に
、
「
前
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
取
引
の
数
量
の
減

尐
等
に
よ
り
当
該
事 

業
を
行
う
事
業
者
に
相
当
程
度
の
収
益
の
減
尐
が
生
じ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
事
業
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
地
元
被
災
地
か
ら
は
、
理
美
容
業
、 

ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
多
様
な
事
業

に
お
い
て
「
相
当
程
度
の
収
益
の
減
尐
」
が
生
じ
て
い
る
と
の
声
が
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
、
早
急
に
地
元
商
工
会
、
各
種
団
体
か
ら
当
該
主
務
省
令
の
制 

定
要
望
に
つ

い
て
の
調
査
を
行
い
、
逐
次
制
定
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

質 

問 
 

 

れ
る
か
ら
、
損
害
の
有
無
の
認
定
及
び
損
害
額
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
そ
の
点
に
つ
い
て

の
検
討
も
必
要
で
あ
る
」
と
明
記 

し
て
い
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
原
子
力
事
故
以
外
の
事

由
に
よ
り
生
じ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
収
益
の
減
尐
率
に
つ
い
て
、
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
と

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

五
の
２
及
び
３
に
つ
い
て 

 

 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
原
子
力
事
故
に
よ
る
被
害
に
係
る
緊
急
措
置
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
二
百
九
十
四
号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
適
切
に
対
応
し
て
ま
い
り
た
い
。 

   
   

  

政 

府 

回 

答 


